
⽤途 建築物の省エネルギー性能

⾮住宅

事務所、官公署、
学校、⼯場など

⾮住宅⽤途BEI0.60以下（⾮住宅⽤途BEIの算定式における設計⼀次エネ
ルギー消費量から太陽光発電設備による削減量を除いた値）

ホテル、旅館、病院、⽼
⼈ホーム、百貨店、飲⾷
店、⾷堂、喫茶店、集

会場など

⾮住宅⽤途BEI0.70以下（⾮住宅⽤途BEIの算定式における設計⼀次エネ
ルギー消費量から太陽光発電設備による削減量を除いた値）

住宅

⼾建住宅

住宅⽤途BEI0.80以下（住宅⽤途BEIの算定式における設計⼀次エネル
ギー消費量から太陽光発電設備の⾃家消費量及びコージェネレーション設備に
よる売電量に係る削減量を除いた値）かつ強化外⽪基準適合（建築物省エ
ネ法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準（以下「建築物
エネルギー消費性能基準」という。）を満たした上で、外⽪平均熱貫流率（以
下「ＵＡ値」という。）︓0.60［Ｗ/㎡Ｋ］以下

共同住宅

共⽤部を含む当該住棟全体で住宅⽤途BEI0.80以下（住宅⽤途BEIの算
定式における設計⼀次エネルギー消費量から太陽光発電設備の⾃家消費量及
びコージェネレーション設備による売電量に係る削減量を除いた値）かつ当該住
棟に含まれる全ての住⼾について、建築物エネルギー消費性能基準を満たした
上で、ＵＡ値︓0.60［Ｗ/㎡Ｋ］以下

問合せ先

03-3578-2564

港区 環境リサイクル⽀援部 環境課 地球温暖化対策担当
〒105-8511 東京都港区芝公園1-5-25

補助対象経費に係る⼯事等の着⼿前の申請であること
下表に定める基準に達した省エネルギー性能を有する特定建築物
（延べ⾯積が2,000㎡以上の建築物のこと）を区内に新築する建築主であること

港区では、令和3年4⽉に施⾏した「港区⺠の⽣活環境
を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例」に基づく
「港区建築物低炭素化促進制度」によって、新築建築物
に⾼いレベルの環境配慮を誘導することで、⼆酸化炭素
排出量の削減に取り組んでいます。
蓄電システムや⾼効率空調などの⾼性能設備機器の導
⼊により、区が定める基準に達した省エネルギー性能の⾼
い建築物を区内に新築する建築主へ対象経費を補助し
ます。

新築建築物への
省エネルギー機器等を導⼊した際の

経費を
補助します

補助⾦額

補助対象者

1特定建築物当たりの補助対象経費の3分の1（上限500万円）



◎補助金の申請は郵送でも受け付けています。郵送で申請する場合には、申請内容を確認するため、ご連絡を差し上げ
ることがありますので、日中に必ず連絡が可能な連絡先の記載をお願いいたします。

※２　各手続における書類については、区ホームページまたは提出書類リストをご参照ください。

※１　閉庁日の場合は、翌営業日が期限となります。

申 請 手 続 の 流 れ

交付申請
補助対象経費に係る

工事着手～

完了・代金の支払い
実績報告

申 請 者 港 区

【審査】

工 事

【審査】

交付申請後から着工可能です。※２

交付申請以降に変更・取下げ・中

止が発生する場合は、

【提出書類リスト】をご参照くだ

さい。※２

確 定 通 知 受 領

交付申請期限：２月１０日※１

交 付 申 請

区役所（港区芝公園1-5-25）８階

環境課地球温暖化対策担当

受 付

【送付物】

・補助交付決定通知書

・補助実績報告書

・補助請求書

補 助 金 交 付 決 定

実 績 報 告

実績報告期限：３月１５日※１ 区役所（港区芝公園1-5-25）８階

環境課地球温暖化対策担当

受 付

【送付物】

・補助確定通知書

補 助 金 交 付 額 決 定

振込みに１か月程度かかります。※２

補 助 金 の 支 払 い

速やかにご提出ください。※２

補 助 金 の 請 求

同一年度内



□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

補助対象機器の設置箇所などが確認できる書類
例：機器表、配管系統図、平面図など

補助対象経費の納品書等の写し
（例）納品書、保証書、出荷証明書、製品名が記載された請求書等の写し

請求時の提出書類

補助請求書（第12号様式）

実績報告時の提出書類

補助実績報告書（第９号様式）

東京都知事が受理した建築物等工事完了届出書

省エネルギー性能の計算の内訳が確認できる書類

収支決算書（第10号様式）

補助対象機器等の設置後の写真

変更
補助変更申請書（第５号様式）及び変更となった内容が分かる書類の提出が必要で
す。

中止 補助中止申請書（第７号様式）の提出が必要です。

取下げ
交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面の提出が必要で
す。

提 出 書 類 リ ス ト

交付申請時の提出書類

補助交付申請書（第１号様式）

東京都知事が受理した建築物環境計画書

省エネルギー性能の計算の内訳が確認できる書類

※　交付申請・決定後の注意事項　※

収支計画書（第２号様式）

補助対象経費に係る見積書の写し
（補助対象経費となる部分が明確となる内訳書を含む。）

補助対象機器の設置予定箇所などが確認できる書類
例：機器表、配管系統図、平面図など

補助対象機器の仕様及び型番などがわかるカタログ・パンフレットなどの写し

発行後３か月以内の登記事項証明書（法人の場合に限る。）



（目的） （変更の申請）

第１条　この要綱は、建築物を新築する建築主に対し、当該建築物に省エネルギー性能 第９条　交付決定者は、補助対象事業を変更しようとするときは、新築建築物への省エ

機器等を設置する場合に要する経費の一部を補助することにより、区内建築物の省エネ ネルギー機器等設置費補助変更申請書（第５号様式）を区長に提出し、その承認を受け

ルギー性能の向上を図るとともに、区内建築物のエネルギー消費量を削減し、もって地 なければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。

球温暖化の防止及びヒートアイランド現象の緩和に寄与することを目的とする。 ２ 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めると

きは必要に応じ条件を付し、新築建築物への省エネルギー機器等設置費補助変更承認通

（用語の定義） 知書（第６号様式）により交付決定者に通知する。

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 （中止の申請）

（１）特定建築物 延べ面積が２，０００平方メートル以上の建築物（ただし、建築物の 第１０条　交付決定者は、補助対象事業を中止しようとするときは、新築建築物への省

エネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号）第１８条各号のい エネルギー機器等設置費補助中止申請書（第７号様式）により区長に申請しなければな

ずれかに該当する建築物を除く。）をいう。 らない。

（２）非住宅用途BEI 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則（平成１３年東京 ２ 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて調

都規則第３４号。以下「環境確保条例施行規則」という。）別表第１の５備考２に規定 査等を行い、中止を適当と認めるときは、新築建築物への省エネルギー機器等設置費補

する値をいう。 助中止承認通知書（第８号様式）により、交付決定者に通知する。

（３）住宅用途ＢＥＩ　次のいずれかの値をいう。

ア　建築物(共用部分を含む。イにおいて同じ。)の設計一次エネルギー消費量 （実績報告）

(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成２８年経済産業省・国土交通省令第１号。 第１１条　交付決定者は、補助対象事業が完了した上で、補助対象事業を含む特定建築

以下「基準省令」という。)第１条第１項第１号イに規定するものをいい、基準省令第４条中EM 物の工事が完了したときは、新築建築物への省エネルギー機器等設置費補助実績報告書

を加える部分を除いて算出したものをいう。以下同じ。)を 基準一次エネルギー消費量 （第９号様式）に次に掲げる書類を添付して、区長に報告しなければならない。

(基準省令第１条第１項第１号イに規定するものをいい、 基準省令第５条中EMを加える部分を （１）東京都知事が受理した建築物等工事完了届出書、環境への配慮のための措置等の

除いて算出したものをいう。以下同じ。)で除して得た値をいう。 実施結果を示した書類及び図書その他の特定建築物が基準に達したことについて確認で

イ　建築物の一次エネルギー消費量モデル住宅(国土交通大臣が設備に応じて住宅部分の きる書類

一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な住宅であると認めるものをいう。)の （２）前号の省エネルギー性能の計算の内訳が確認できる書類

設計一次エネルギー消費量を当該一次エネルギー消費量モデル住宅の基準一次エネルギー消費量 （３）収支決算書（第１０号様式）

で除して得た値をいう。 （４）補助対象経費の支払を確認できる書類

（補助対象者） （５）その他区長が必要と認める書類

第３条　新築建築物への省エネルギー機器等設置費補助金（以下「補助金」という。） ２ 交付決定者は、第６条の規定による申請をした年度内で区長が別に定める期日までに、

の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は別表に定める基準（以下「基準」 前項に規定する報告をしなければならない。

という。）を満たす特定建築物を区内に新築する建築主とする。ただし、次の各号のい

ずれかに該当する者は、補助対象者としない。 （補助金の額の確定）

（１）港区創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成要綱（平成２４年３月３０日 第１２条　区長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査

２３港環環第２８９１号）に基づく助成金の交付を受けた者 し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると

（２）港区高反射率塗料等材料費助成要綱（平成２０年５月１日２０港環環第２０１号） 認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、新築建築物へのエネルギー機器等設置

に基づく助成金の交付を受けた者 費補助確定通知書（第１１号様式）により、交付決定者に通知する。

（補助対象経費） （補助金の支払）

第４条　補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次に掲げる経 第１３条　交付決定者は、前条の規定による補助金額の確定後に補助金の支払を受けよ

費のうち、基準を満たすために区長が必要かつ適当と認めるものとする。 うとするときは、新築建築物への省エネルギー機器等設置費補助請求書（第１２号様式）

（１）空調、換気、照明、給湯等の機器に係る経費及び当該機器の設置工事に係る経費 により区長に請求しなければならない。

（２）ＢＥＭＳ装置、蓄電システム等の設備に係る経費及び当該設備の設置工事に係る ２ 区長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に補助金を支払う。

経費

（３）第三者評価機関による認証取得に係る経費 （交付決定の取消し等）

（４）その他区長が必要と認めるもの 第１４条　区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付

２　前項に規定する補助対象経費には、消費税相当額は含まないものとする。 決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（１）虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。

（補助金の額） （２）法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

第５条　補助金の額は、１特定建築物当たり補助対象経費の３分の１とし、上限５００ （３）第１１条に規定する実績報告書が、指定する期日までに提出されないとき。

万円とする。ただし、算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるも （４）第３条に規定する補助対象者でなくなったとき。

のとする。 （５）補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められる

２ 区長は、前項の補助金について予算の範囲内で交付する。 とき。

２ 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、新築建築物への省

（補助金の交付申請） エネルギー機器等設置費補助交付決定取消通知書（第１３号様式）により、速やかに交

第６条　補助金の交付を受けようとするもの（以下「申請者」という。）は、申請しよ 付決定者に通知するものとする。

うとする補助対象経費に係る工事等（以下「補助対象事業」という。）の着手前で区長

が別に定める期日までに、新築建築物への省エネルギー機器等設置費補助交付申請書 （補助金の返還）

（第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。 第１５条　区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既

（１）東京都知事が受理した建築物環境計画書その他の特定建築物が基準に達すること にその取消しに係る部分の補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命

が確認できる書類 ずるものとする。

（２）前号の省エネルギー性能の計算の内訳が確認できる書類

（３）収支計画書（第２号様式） （調査等）

（４）補助対象経費に係る見積書（補助対象経費となる部分が明確となる内訳書を含む。） 第１６条　区長は、この要綱による申請者又は交付決定者に対し、必要な調査を行い、

の写し 又は資料の提出を求めることができる。

（５）発行後３か月以内の登記事項証明書（法人の場合に限る。）

（６）その他区長が必要と認める書類 （その他）

第１７条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付

（補助金の交付決定） 規則（昭和４８年港区規則第４号）の定めるところにより、そのほか必要な事項は、区

第７条　区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の 長が別に定める。

交付が適当であると認めたときは、新築建築物への省エネルギー機器等設置費補助交付

決定通知書（第３号様式）により、申請者に通知するものとする。 付 則

２ 区長は、前項の審査において、その内容が特に高度な専門知識等を要する場合は、専 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

門知識を有する者の意見を聴くものとする。 付 則

３ 区長は、第１項の交付決定に当たって必要に応じ条件を付すことができる。 この要綱は、令和４年１２月１日から施行する。

４ 区長は、第１項の審査において、補助金を交付しないことと決定したときは、新築建 付 則
築物への省エネルギー機器等設置費補助不交付決定通知書（第４号様式）により申請者 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

に通知するものとする。

５ 第１項に規定する交付決定の有効期間は、補助金の交付を決定した日から当該年度の

３月末日までとする。

６ 前項の有効期間までに第１１条の実績報告がないときは、第１項の交付決定を無効と

する。

（取下げの申請）

第８条　前条第１項に規定する交付決定を受けたもの（以下「交付決定者」という。）

は、補助金の交付決定を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から１

４日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

○港区新築建築物への省エネルギー機器等設置費補助要綱

令和２年３月31日　　
３１港環環第３６９２号    
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